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１ 【提出理由】 

 当社連結子会社である加ト吉水産株式会社が、平成19年6月1日付(訴状送達日：平成19年6月13日)で大阪地方裁判所にお

いて訴訟の提起を受けましたので、証券取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項

第14号の規定に基づき臨時報告書を提出するものであります。 

  

２ 【報告内容】 

（１）訴訟提起の内容 

イ．当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名 

(ⅰ)名 称  加ト吉水産株式会社 

(ⅱ)住 所  香川県観音寺市観音寺町甲4055-3 

(ⅲ)代表者  代表取締役 藤井孝行 

ロ．当該訴訟の提起があった年月日 

平成19年6月1日付(訴状送達日：平成19年6月13日) 

 ハ．当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名 

  (ⅰ)名 称  茶谷産業株式会社 

  (ⅱ)住 所  大阪府大阪市中央区安土町1丁目 8番15号 野村不動産大阪ビル 

  (ⅲ)代表者  代表取締役 茶谷康弘 

 ニ．当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額 

   (ⅰ)訴訟の内容：売買代金等請求訴訟[事件番号 平成19年(ワ)第6419号] 

 (ⅱ)請求金額：金3,426,434,547円及びうち金3,341,272,436円に対する平成19年6月1日から支払済みに至るまで年6分の

割合による金員 

  

（２）訴訟提起の内容 

イ．当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名 

(ⅰ)名 称  加ト吉水産株式会社 

(ⅱ)住 所  香川県観音寺市観音寺町甲4055-3 

(ⅲ)代表者  代表取締役 藤井孝行 

ロ．当該訴訟の提起があった年月日 

平成19年6月1日付(訴状送達日：平成19年6月13日) 

 ハ．当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名 

  (ⅰ)名 称  株式会社みずほ銀行 

  (ⅱ)住 所  東京都千代田区内幸町一丁目１番５号 

  (ⅲ)代表者  代表取締役 杉山清次 

ニ．当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額 

   (ⅰ)訴訟の内容：譲受債権請求訴訟[事件番号 平成19年(ワ)第6300号] 

(ⅱ)請求金額：金3,804,066,000円、内1,133,874,000円に対する平成18年12月16日から支払済みまで、内1,002,456,000

円に対する平成19年1月17日から支払済みまで、内660,240,000円に対する平成19年2月17日から支払済み

まで及び内1,007,496,000円に対する平成19年3月17日から支払済みまで年6分の割合による金員 


